
＜別紙2-1（共通評価　保育所版）＞ （2021.4）

第三者評価結果　
事業所名：保育園フェリチッタ

共通評価基準（45項目）
Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
１　理念・基本方針

（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。 第三者評価結果

【１】
Ⅰ-１-（１）-①
　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

b

＜コメント＞

２　経営状況の把握

（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。 第三者評価結果

【２】
Ⅰ-２-（１）-①
　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。

b

＜コメント＞

【３】
Ⅰ-２-（１）-②
　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。

b

＜コメント＞

３　事業計画の策定

（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 第三者評価結果

【４】
Ⅰ-３-（１）-①
　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

b

＜コメント＞

【５】
Ⅰ-３-（１）-②
　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

b

＜コメント＞
年度初めに、園長は職員に向けて今後のクラス運営の方向性や、そのための人材配置などについて具体的に説明しています。事業計画
として、行事計画だけでない保育計画や研修計画などを策定していますが、これらをまとめた計画書としての文書を整えていません。
また、計画には具体性や評価が行えるように数値化することが課題であり、毎年度の事業計画書を整えることが期待されます。

法人内共通の保育理念・運営方針・保育目標があります。それらは職員の行動規範となる具体的な内容になっています。法人全体で年
数回行う合同研修や新人研修の中で定期的に伝えあい、保育の土台となる理念を共通理解として認識できるよう働きかけています。保
護者には法人および園の目指している保育について園見学の段階から説明をしています。重要事項説明書、園だより、懇談会での説明
など繰り返し周知をしています。保護者への説明や周知度の確認なども含め、今後も取組の継続が望まれます。

法人の、月1回の施設長会議や幸区園長会議を通じて保育園関連緒動向などを把握しています。市の協議会や幼保小連絡会議に出席し
て地域の特徴、子育て支援家庭の状況等について情報収集、分析をして園運営に反映できるように努めています。法人と共に地域の状
況の分析を行い、保育の対象を１歳からとしています。職員にも節電等の経営について意識を持つように伝えていますが、関心が保育
中心のため理解には課題があります。

法人が主となって職員体制、財務に関しては方向を定めています。法人は、各園から報告された経営状況、設備修繕や保育内容さらに
職員体制を把握し、分析して具体的な課題や問題点を明らかにし、改善に努めています。消耗品の財貨管理など具体的に会議内で話し
合い、職員への経営課題の共有と理解に取り組んでいますが、周知が進んでいません。日々の職員の意見や要望、保護者からの要望な
ど取り上げ、これらを運営に反映するように話し合い、状況把握と分析を行っています。

中長期計画書はありませんが、事業計画の中で中期目標を立て、外部の専門家に相談して中長期の経営施策を検討しています。少子化
の中で専門性を生かした取組を検討しています。若い職員が中心のため、人材育成を含めた施策に取り組んでいます。改善策を具体化
し見直しを行っていますが、具体的に明記しているものがありません。



【６】
Ⅰ-３-（２）-①
　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している。

b

＜コメント＞

【７】
Ⅰ-３-（２）-②
　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。

b

＜コメント＞

４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 第三者評価結果

【８】
Ⅰ-４-（１）-①
　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。

a

＜コメント＞

【９】
Ⅰ-４-（１）-②
　評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している。

b

＜コメント＞

Ⅱ　組織の運営管理
１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】
Ⅱ-１-（１）-①
　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。

a

＜コメント＞

【11】
Ⅱ-１-（１）-②
　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

b

＜コメント＞

（２）　事業計画が適切に策定されている。

園の事業計画は、職員の意見を踏まえて法人と相談して園長が策定し、年度初めの会議で、次年度の計画を職員に伝えています。行事
ごとに担当を決めて打ち合わせを行い、その中で出た意見を行事の計画につなげ、必要に応じて実施状況を確認し、評価、見直しをし
ています。職員の意見は日頃からと園長面談時に伝えていますが、職員への周知が不十分となっています。計画の実施状況や見直しな
どを会議などで行い、確認しています。

事業計画の内容については、「入園のしおり」を通して保護者に伝えています。入園のしおりには、デイリープログラム、年間行事、
健康管理などの内容を記載して知らせています。、毎年4月の保護者会で説明を行い、園の運営内容や行事計画などを伝えています
が、保育内容に偏っています。ICTを使い、タブレットの貸し出しや関係資料添付を行い周知の工夫に取り組んでいます。

保育の質の向上のため、各種の指導計画を作成し、結果を振り返り、次回の計画に反映しています。行事後や保護者会でアンケートを
取り「子どもの10の姿」などを聞いています。保育の質の向上に向け、年2回の職員「自己評価」を保育の基準にあわせて実施してい
ます。年2回の園長面談を通じて、職員個々の課題を共有し、改善に向けてアドバイスをしています。第三者評価を受審し、職員が保
育の現状や評価基準を話し合い、保育の質を共有する取組を始めています。

職員の「自己評価」や園長による個別面談から園としての課題を取り上げています。随時に全体の保育ミーティングやクラスごとの
ミーティングのなかで、課題と改善点を話し合っています。計画的な改善への取組は十分実施できていない所があります。経験豊富な
職員が少ない点を、こまめな話し合いにより職員間で情報共有をしっかりとすることで対応しています。オンライン会議も進め、情報
共有の結果を保育に生かすように努めています。

（１）　管理者の責任が明確にされている。

園長は、「運営規定」「職務分担表」などで、運営に関する方針と取組内容を明確にし、年度初めの職員会議等で説明を行っていま
す。園長は、自らの役割と責任について、毎日の申し送りミーティング、定例ミーティングで伝えています。ICTを利用し、会議など
は後から見ることもでき、職員に伝えています。系列3園が近隣にあり、日頃の協力関係により有事の際に助け合っています。園長か
らの職員一人ひとりへの積極的な働きかけにより、園長の役割などを職員が評価しています。

コンプライアンス、職員が守るべき法・規範・倫理等は「就労規則」に明記され、職員との会議などで職員に周知・確認しています。
園長は法令遵守の観点での研修に参加していませんが、市の園長会などに出席して、他園での不適切な事例や最新の情報を得て、職員
に伝えています。LED照明器具の使用やリユースにより環境問題に配慮しています。



【12】
Ⅱ-１-（２）-①
保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している。

a

＜コメント＞

【13】
Ⅱ-１-（２）-②
　経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮している。

b

＜コメント＞

２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】
Ⅱ-２-（１）-①
　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。

b

＜コメント＞

【15】
Ⅱ-２-（１）-②
　総合的な人事管理が行われている。

b

＜コメント＞

【16】
Ⅱ-２-（２）-①
　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

a

＜コメント＞

園では、必要な人材を「優しく、冷静で保育のプロとして自分自身も高められる人」としています。派遣社員は採用せず、今年度は新
卒の育成に力を入れています。人材の確保は、主に法人が行うため、職員の理解は不十分です。採用のために就職フェアに参加し、ハ
ローワークや園のホームページを利用して人材確保に努めています。職員募集の有料サイトでは、各園の活動内容や実際に働いている
職員が仕事のやりがい、子どもとのふれあいの姿を紹介するなどして採用活動を実施しています。地方の学生とはオンライン面接を行
い、人材確保の幅を広げられるよう取り組んでいます。

法人の目指す人材像は、保育理念を理解して保育に取り組めるプロフェッショナルとしています。法人で定められた「就業規則」「給
与規定」などで、人事基準にもとづく人事考課制度を構築し、総合的な人事管理を実施しています。正職員や準職員、有期職員などの
就業規則を定めています。園長面談を通じて、職員の自己評価をもとに進捗状況を確認し、年度末に目標達成度の評価を行い、賞与や
昇給、昇格に連動しています。目指す人材像や人事管理制度の職員周知が十分ではありません。法人では、一般的な処遇水準などを分
析し、職員の意見を反映させながら処遇改善を検討・実施しています。

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

園長は、有給休暇の取得状況やシフトの確認を行うなど、主任と連携して就業管理を行う体制を整備しています。法人では、職員の相
談窓口や産業医を設置したり、家賃補助制度や園内の職員専用保育園を設けるなど、職員個々の状況に応じた対応を行っています。少
人数での保育のため、話を聞き相談しやすい仕組みとなっています。園長と主任は、職員とのコミュニケーションを積極的に図りなが
ら、風通しの良い環境づくりに努めています。感染症に不安な職員にホテルの部屋を用意したり、自転車通勤の配慮や職員用の保育園
支援など迅速に対応しています。

（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

園長は定期的に月間指導計画や週案、日誌等の保育記録を確認し、職員会議や職員の自己評価等で日々の保育を振り返っています。園
長は日常的に保育に入り、保育の質の現状や園が目指す保育が実践されているかを確認しています。年2回の面談で職員の思いを聞
き、研修参加の希望を聞いたり、薦めるなどして、園長の指導力の下で保育の質の向上に向けて話し合っています。ミーティング時で
は各クラスの様子や困っていること、悩んでいること等を話しやすいように、雰囲気に配慮し、話題を提案するなど職員が安心して保
育に取り組めるように努めています。

園長は、人事や財務等の状況を踏まえて、主任と連携して園業務全体の現状分析を行っています。人材配置には職員の経験年数、能
力、個々の得意な事を考慮しています。人材確保の難しさもあり熟練した職員の配置や環境整備に向けての体制づくりは十分でないと
認識しています。職員の意見、要望はできるだけ取り入れ、業務の効率を上げるためにICT化を強化し、オンライン会議やペーパーレ
ス化を進めています。園では、ＩＣT化を図って経営改善や業務効率の向上に取り組んで行きたいと考えています。



【17】
Ⅱ-２-（３）-①
　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

b

＜コメント＞

【18】
Ⅱ-２-（３）-②
　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。

b

＜コメント＞

【19】
Ⅱ-２-（３）-③
　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

b

＜コメント＞

【20】
Ⅱ-２-（４）-①
　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組をしている。

b

＜コメント＞

３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】
Ⅱ-３-（１）-①
　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

b

＜コメント＞

【22】
Ⅱ-３-（１）-②
　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。

b

＜コメント＞
法人の定める規程にもとづき、園における事務、経理、取引等に関する業務は、園長が責任者となって適切に実施しています。職務分
掌により権限、責任について職員に周知していますが、職員の認識は低い状況です。毎月の事務報告と経理の集計データなどは、法人
の担当部署に報告し、法人の規程に従い、適切な内部監査が実施されています。外部の会計士や社会保険労務士などによる外部監査も
定期的に実施されており、監査結果や指摘事項などについては、すぐに改善するように取り組んでいます。

ホームページには、法人の経営理念や事業内容のほか、園の保育目標、一時保育の実施などを明示して、法人及び園の存在意義や役割
を明確にしています。園のパンフレットには1日の流れ、園の活動内容を分かりやすく知らせています。外からガラス越しに園の雰囲
気がわかるようになっています。第三者評価受審を通じて、保護者にはアンケートをお願いし、評価結果を公表する予定です。園で
は、地域への印刷物などの配布は行っていませんが、ICTを活用しホームページだけでなく、新しい情報発信を検討しています。

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

職員一人ひとりの育成に向けた目標管理を法人で定めて実施しています。年間の研修計画を作り、職員は計画に沿って受講していま
す。毎年8月、12月に職員個々へのアンケートを実施し、園長との個別面談では自己票評結果にもとづいて振り返りとともに、園長と
一緒にキャリアアップを進めています。目標管理の仕組みは改善すべき点があると考え、改善しつつ職員の育成に取り組んでいます。
園長は、日々の業務の中で職員、一人ひとりの目標に対する進捗状況の確認を行っています。

法人による園内研修に加えて、外部研修で専門知識を高められるよう、本人が望む研修や園長が薦める研修に参加できるようにしてい
ます。ICTによる研修も積極的に取り入れ、業務時間内に研修を受けられるようにしています。また、後進を育成するためのピアサ
ポーターの研修にも力を入れています。受講した研修報告をICTで記録することにより、研修資料と受講報告を職員が随時に確認でき
ています。定期的ではありませんが、多くの職員による研修参加により研修内容の見直しにもなっています。

職員は年2回の人事考課表（自己チェック表）により自己評価を行い、振り返りを行っています。年2回の園長との個人面談で評価し
て、次年度の目標設定を行っています。ただし、個々の経験や能力に応じた目標設定と必要研修との関係を明確にした研修計画を作成
するまでには至っていません。ICT活用による研修機会が増える中で、若い職員を園内で指導できる中堅職員の育成も課題となってい
ます。

（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

受け入れの基本姿勢、育成の手順を明記したマニュアル「実習生の手引き」を作成し、受け入れ体制を整え、受け入れ実績もありま
す。受け入れ時には職員や保護者、子どもたちに事前に知らせています。実習前にはオリエンテーションを行い、園の考え方や方針、
注意事項を伝えています。また、マニュアルには実習時のアドバイスも記載し、実習生の不安の軽減に努めていますが、受け入れ指導
者への研修は実施していません。実習プログラムは育成校と実習生の意向に沿って内容を調整し、実習生は担当職員と日々振り返り、
最終日には園長、主任も加わり反省会を行い、課題を明確にしています。

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。



４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】
Ⅱ-４-（１）-①
　子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【24】
Ⅱ-４-（１）-②
　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

b

＜コメント＞

【25】
Ⅱ-４-（２）-①
　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。

a

＜コメント＞

【26】
Ⅱ-４-（３）-①
　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。

b

＜コメント＞

【27】
Ⅱ-４-（３）-②
　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。

b

＜コメント＞

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

運営方針の3番目に地域との連携や支援について明示して、各所の資料で提示しています。園は通りに面した半地下にあり、ガラス越
しに園内の一部が見えて地域に園を知らせています。玄関に川崎市からのお知らせや地域の情報を掲示して保護者などに知らせていま
す。保育の全体的な計画に、絵本の読みきかせや実習生受け入れなどの取組を明記しています。コロナ禍のため中断している地域の行
事への参加や地域との定期的な交流の取組も、新しい方法での再開を検討しています。散歩に行く公園で他の子どもや保護者との交流
を続けています。

ボランティアの受け入れマニュアルがあり、全体的な計画にもボランティアの受け入れについて明記されています。ボランティア登録
書や宣誓書などでボランティアの管理を行っています。職場体験の手引きをもとに中学生の職業体験の受け入れをしています。ボラン
ティア受け入れの際はオリエンテーションを行っています。運営方針やマニュアルでは基本姿勢の明示がなく、見直しが期待されま
す。

（２）　関係機関との連携が確保されている。

地域の関係機関や団体、医療機関のリストを事務室に常備し、各機関との連絡方法や連携体制を職員間で共有しています。支援が必要
な子どもへの対応は、職員間で周知し園全体で同じ対応が出来るように配慮しています。地域の子育て支援拠点で行われる連絡会から
の情報や、地域の虐待等権利侵害の状況を各機関と共有し、対応策などを協議しています。子どもに関する各機関との連携を大切にし
て、定期的な面談や電話連絡を継続して行っています。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

地域の保育園や子育て支援団体の連絡会に園長が出席し、地域の福祉ニーズや課題についての情報を収集しています。地域はマンショ
ンが多く、核家族の子育てで悩む保護者が多いと認識しています。見学で訪れた地域の保護者から、育児に関する相談を受けて対応し
ていますが、地域支援事業としての育児相談は、コロナ禍のため実施が難しく出来ていない状況です。相談事業の実施に向けた取組を
工夫して進めています。

園では、散歩に出かけた時に一緒に遊んでいる家庭に声をかけ、子育て世代の母親が孤立しないように配慮しています。運営方針に地
域支援を明示していますが、具体的な事業計画は策定していません。園が所有するAEDや発電機を地域に知らせ、災害時の携帯充電、
緊急時使用などに役立てようとしています。法人が行っている保育教育を支援する「ばんびこども学舎」に園も協力し、保育従事者育
成に貢献しています。



Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
１　利用者本位の福祉サービス

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。 第三者評価結果

【28】
Ⅲ-１-（１）-①
　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組を行っている。

b

＜コメント＞

【29】
Ⅲ-１-（１）-②
　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている。

b

＜コメント＞

【30】
Ⅲ-１-（２）-①
　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供している。

b

＜コメント＞

【31】
Ⅲ-１-（２）-②
　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明している。

b

＜コメント＞

【32】
Ⅲ-１-（２）-③
　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行っている。

b

＜コメント＞

【33】
Ⅲ-１-（３）-①
　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。

a

＜コメント＞

園の情報は主にホームページで紹介をしています。以前はパンフレットが区の担当窓口に常置されていましたが、現在はありません。
園見学者向けには入園のしおりと重要事項説明書を併せて資料を作り、園の実態と大切にしたいこと、それを叶えるための取組などを
分かりやすく説明した内容となっています。コロナ禍なので今年度の園見学は1回1組の玄関対応としています。質疑応答に関しては、
後日電話でも対応しています。見学者については「見学者記録」に残しています。

保育の開始・内容について記載した「重要事項説明書」や入園時の配付資料をもとに入園前に説明しています。「保育利用時間確認
書」は園と家庭の両方で保管しています。変更時には再度状況を確認する機会を設け、確認書の書き換えをしています。クラスを超え
た1つの保育スペースで子どもたちが一緒に過ごすことで、その関わりも認識の違いなどを学ぶ時間になっていることを説明していま
す。配慮が必要なアレルギー疾患や、外国籍の子どもの場合など適切な対応をしていますが、ルール化までには至っていません。

転園や幼稚園に通園などの場合、個人情報保護の観点から書類や文書での引き継ぎ等はありません。園利用の終了後、口頭で、いつで
も相談に応じ、ともに成長を喜びあう関係を続けていく姿勢であることを説明しています。コロナ禍で休止をしていますが、卒園児を
行事に誘ったり、「おしえて一年生の会」で就学予定の親子との交流の機会も設けています。

職員は、日々の子どもの発言、表情、態度、様子などから子どもの満足度を把握しています。日々の保育で評価・反省を繰り返してい
ます。保護者には行事アンケート、個別面談、情報共有アプリケーションソフト、送迎時会話などから満足度を把握しています。子ど
もや保護者の満足度を把握した結果は、基本全職員出席の保育ミーティングで話し合いと検討を行い、改善策を講じるなどしていま
す。取組の継続が望まれます。

（３）　利用者満足の向上に努めている。

（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

運営方針、保育理念、保育目標は子どもを尊重したもので、「重要事項説明書」等に明記しています。職員はそれらを理解し、子ども
の気持ちや欲求を受け止めています。保育ミーティングでは子ども一人ひとりを担任だけの角度からではなく全職員がさまざまな角度
で捉え意見を交わし、方向性を見いだすように努めています。日々の子どもの姿は申し送りミーティングなどでエピソードを話すなど
共通した子ども理解が持てるよう心がけています。「自己評価シート」でも振り返りや確認をしています。文化や生活習慣の違いなど
は、さらに理解を深める必要性があることを課題としています。

就業規則や個人情報管理規定の中にプライバシー保護を含め、繰り返し確認できるようにしています。幼児用トイレにドアがあり、子
どものプライバシーを守れる設備等の配慮をしています。園は窓が多い構造のため、着替えやおむつ替えの時には外から見えないよう
ロールカーテンで目かくしをするようにしています。園はオープンフロアのため、子どもが一人になりたい時やクールダウンしたい場
合の場所の確保については課題が残ります。



【34】
Ⅲ-１-（４）-①
　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

b

【判断した理由・特記事項等】

【35】
Ⅲ-１-（４）-②
　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知している。

b

＜コメント＞

【36】
Ⅲ-１-（４）-③
　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。

a

＜コメント＞

【37】
Ⅲ-１-（５）-①
　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。

b

＜コメント＞

【38】
Ⅲ-１-（５）-②
　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備し、取組を行っている。

a

＜コメント＞

【39】
Ⅲ-１-（５）-③
　災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている。

b

＜コメント＞

（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

苦情受付担当者は各クラス担当者で、解決責任者は園長です。第三者委員2名が設置されており、連絡先を重要事項説明書に明記して
います。日頃より、保護者との信頼関係構築に注力し、些細なことでも丁寧な対応に努めています。公表に至るまでの苦情はこれまで
ありませんが、苦情解決の体制はあります。苦情解決の体制については入園時の説明以降、取り上げて説明をする機会がなく、第三者
委員の仕組みについても十分に周知をしていくことが課題となっています。

保護者からの相談、意見、要望がある場合は、園長、担任が対応しています。園の職員以外の相談窓口として、第三者委員2名を紹介
しています。保護者に配付している「重要事項説明書」に第三者委員の連絡先を明記しています。相談や話がゆっくりできるスペース
として、近隣にある系列園の相談室を利用しています。第三者委員の仕組みについても十分に周知をしていくことが課題となっていま
す。

懇談会、個人面談、行事アンケート、情報共有アプリケーションソフト等で保護者意見を把握しています。担任だけでなく、どの職員
も子どもや保護者に話しかけています。言葉にならない表情などからもさらなる歩み寄りの必要性を感じることもあるので、職員それ
ぞれの感触を元に、園側からアプローチをすることもあります。保護者からの相談や意見は、職員間で共有し、迅速に対応していま
す。対応マニュアルは、年度末の見直しのほか、その都度必要に応じて行っています。取組の継続が望まれます。

リスクマネジメントに関する責任者は園長です。保育ミーティングでの話し合いや訓練を実施し、園長を含め、振り返りを行うこと
で、園の事故対応のスキルの向上に努めています。ケガや事故があった場合は速やかに職員に周知し、会議で再発防止策を検討し、事
故報告書を作成しています。ヒヤリハットについても保育ミーティングで再発防止について話し合っています。事故防止・安全確保に
ついての研修は法人全体の研修でも取り上げ、定期的に実践研修も含めた内容で行っています。取組の継続が望まれます。

毎日の手洗い、うがい、換気、消毒など感染予防をしています。今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組に力を注ぎ、最
善策を探っています。看護師やリーダー保育士を中心に研修の機会を設けています。感染症についての保護者への説明は、マニュアル
にもとづき、入園時に感染症罹患時の登園禁止期間や登園時の医師による「意見書」や、保護者記入の「登園届」の提出が必要なこと
を説明しています。感染症が発生した場合は、感染症名と人数を情報共有アプリケーションで配信しています。

毎月、様々な災害を想定した避難訓練を実施しています。多摩川と鶴見川に挟まれた地域であることから水害訓練も行っています。食
料品や水、備品等のリストを作成し、園長が管理をしています。緊急時の保護者連絡は、アプリケーション配信、災害伝言ダイヤル
171で知らせ、災害時には引き渡しカードで引き渡しをします。ＢＣＰ（事業継続計画）策定については今後の検討としています。コ
ロナ禍以前は、地域や系列園ともに合同訓練を行っています。半地下にある保育室でもあり、収束後の再開が期待されます。



２　福祉サービスの質の確保

（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 第三者評価結果

【40】
Ⅲ-２-（１）-①
　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されている。

b

＜コメント＞

【41】
Ⅲ-２-（１）-②
　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

b

＜コメント＞

【42】
Ⅲ-２-（２）-①
　アセスメントにもとづく指導計画を適切に作成している。

b

＜コメント＞

【43】
Ⅲ-２-（２）-②
　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

b

＜コメント＞

【44】
Ⅲ-２-（３）-①
　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。

a

＜コメント＞

【45】
Ⅲ-２-（３）-②
　子どもに関する記録の管理体制が確立している。

b

＜コメント＞
「個人情報取り扱いマニュアル」を整備し、職員は共有して個人情報の保護に努めています。「入園のしおり」には、「個人情報使用
同意書」があり、個人情報使用についての説明と同意を求める文章が掲載されています。記録の管理体制を決めて職員に周知してお
り、職員も理解しています。ICT化が進む中で、映像については使用についての保護者同意を得ていますが、保存や利用に関するリス
ク対応と規定作成が課題となっています。

園長自らも保育に入り、保育方法を日々検証しています。保育内容の見直しは１ヶ月ごとに行っていますが、必要に応じて随時変更し
ています。保育の実施状況については、日々のミーティングでも話し合い確認しています。複数の視点で見直し、望ましい方法、テン
ポなどを確認して次の計画に反映しています。保護者の子育て状況や養育力なども検証視点に取り入れるように取り組んでいますが、
まだ十分でなく、さらに取組が必要と認識しています。

（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

全体の計画にもとづき、クラスごとの年間保育計画、月案「育ちの記録と計画」を作成しています。クラス運営に複数担当制を取り入
れ、アセスメントには担当の他に栄養士、看護師、主任、園長が加わって実施しています。計画は手順が明確であり、作成にかかわっ
た職員名を記載しています。職員一人ひとりが年齢別の発達段階を理解して、子どもの発達を把握し、計画や見直しに反映していま
す。職員による話し合いで計画・見直しを行っていますが、全員による情報共有が完全にはできていないと園では認識しています。共
有への取組が期待されます。

複数の職員が指導計画についての話し合いに参加し、子どもの興味や発達段階に合わせて計画を作成し見直しています。計画と見直し
に時間をかけていますが、まだ納得ができていない状況です。作成した計画を周知するとともに、緊急の変更にはスピード感をもって
対応して職員共有と連携をとっています。計画の評価と見直しは都度話し合いながら行うということが手順として定められ実施してい
ます。計画と評価、見直しの手順については年１回は確認し見直しています。

（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

法人で統一した手順と様式により記録を取っています。内部研修により記録の必要性と記録方法について説明し、実際の記録を確認す
る際にも差異が無いか指導しています。子どもの記録についての記録・保管方法を定め、情報共有する仕組があります。園内で、業務
アプリケーションや映像などのICT化を進め、職員はスマートフォンやタブレット端末を使用して効率化と保管徹底を行っています。
会議もオンラインで実施し、全職員が参加し、情報共有しています。ICT化により児童票やアセスメント記録などをファイリングし、
伝達などの追加部分は手書で補う工夫も行っています。

適切な保育を実施するために、保育の方針を示し、必要なマニュアルを作成し、職務分担表で職務実施を示しています。それぞれの場
面での具体的な実施方法を文書化していますが、全体の基本的方法が文書化されていません。園内では「早番の仕事」などを掲示し
て、行うべきことを共有しています。1日の流れに沿った手順などを明確にすることにより、業務のレベルアップが期待されます。小
規模な園であり園長が保育に入り、保育の実施状況を確認・評価しています。子ども一人ひとりに応じて、画一的にならないように保
育実践を進めています。この方針の下、標準的な実施方法の明文化が求められます。


